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平成２６年知内町議会第１回定例会（２日目）

◎ 招集年月日 平成２６年３月７日（金）

◎ 招集の場所 知内町役場 議場

◎ 開 会 日 時 平成２６年３月７日（金） 午前 ９時３０分

◎ 閉 会 日 時 平成２６年３月７日（金） 午後 １時１５分

◎ 出 席 議 員

１番 西 山 和 夫 ７番 敦 澤 良 子

２番 木 村 一 ８番 吉 田 峰 一

４番 松 井 盛 泰 ９番 森 永 勉

５番 谷 口 康 之 １０番 伊 藤 政 博

６番 泉 政 栄

◎ 会議録署名議員 ８番 吉 田 峰 一 ９番 森 永 勉

◎ 欠 席 議 員 な し

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 野 幸 孝

副 町 長 網 野 眞

総 務 企 画 課 長 手 塚 恵 一

総務企画課政策室長 小田島 伸 二

生 活 福 祉 課 長 大 野 樹

産 業 振 興 課 長 藤 谷 亘

建 設 水 道 課 長 佐々木 孝 幸

出 納 室 長 大 館 光 晴

教 育 長 田 中 健 一

教 育 次 長 村 上 芳 二

高 校 事 務 長 松 崎 輝 幸

スポーツセンター長 上 村 政 美

（給食センター長） 村 上 芳 二

代 表 監 査 委 員 村 上 壽

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 村 上 義 久

議 事 担 当 係 長 野 戸 英 二
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平成２６年知内町議会第１回定例会議事日程

（第２号） 平成２６年３月７日（金）午前９時４６分開議

日 程 議 件 番 号 議 件 名

第 １ 会議録署名議員の指名 ８番、吉田峰一君 ９番、森永勉君

第 ２ 議案第16号 平成２６年度知内町一般会計予算について

第 ３ 議案第17号 平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について

第 ４ 議案第18号 平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について

第 ５ 議案第19号 平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計予算について

第 ６ 議案第20号 平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算につ

いて

第 ７ 議案第21号 平成２６年度知内町介護保険特別会計予算について

第 ８ 議案第22号 平成２６度知内町水道事業会計予算について

● 開会宣言・開議・議事日程

◎ 議 長（伊藤政博）

おはようございます。

第１回定例会の２日目となります。よろしくお願い致します。

只今の出席議員数は、９人です。

定足数に達していますので、会議は成立します。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

● 会議録署名議員の指名

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１、『会議録署名議員の指名』を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、８番、吉田峰一君及

び９番、森永勉君を指名します。

● 議案第１６号 平成２６年度知内町一般会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

昨日に引き続き、平成２６年度の予算に関する議案第１６号から議案第２２号まで

の提案理由の説明を順次求めます。

議案第１６号、『平成２６年度知内町一般会計予算について』説明を求めます。

本件は、はじめに平成２６年度一般会計予算の編成について、副町長から説明を求

め、その後、歳出から各款毎に町長から説明を求め、その後、歳出から各款毎に順次、
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担当課長より説明を求めます。

最初に平成２６年度一般会計予算の編成について、副町長から説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

皆さん、おはようございます。

それでは、お手元に配付の平成２６年度一般会計予算の編成について説明をさせて

いただきます。

はじめに、予算編成の基本的な考え方について、ご説明を申し上げます。

我が国の経済情勢は、長引く不況とデフレからの脱却を目指し、大胆な金融政策、

機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」により、民需主導の

持続的成長の実現を図るとしているものの、地方において、景気回復を実感できる状

況には至っておりません。さらには、平成２６年度４月から実施される消費税率の引

上げや、地方交付税制度の見直しなど、地方財政を取り巻く環境の動向を引き続き注

視していかなければなりません。

一方、総務省においては、地方財政対策における一般財源総額について、平成２５

年度の水準を下回らないよう、実施的に確保することとしたものの、世界金融危機に

伴う、歳出特別枠の見直しなど、歳入歳出における改革を進めることとしており、さ

らには消費税率の改定に伴い、国と地方との社会保障費の財源調整も考えており、今

後の地方財政の見通しは、極めて不透明な状況にあります。

こうした状況の中、当町においては、財政の健全化を図ることで実質公債費比率に

ついては、平成２４年度決算で１６．３％となり、目標値であった１８％を下回り、

基金残高も平成２５年度決算見込みで、３３億６，３３２万２千円となり、財政状況

の改善が伺えるところでありますが、今後の見通しについて、楽観視することなく、

更なる財政の健全性を高めることを目的に、なお一層の効率的な予算編成に努めてま

いります。

平成２６年度予算を編成するにあたり歳出面では、普通建設事業でありますが、補

助事業費については、当初予算計上分では、町道除雪機更新事業、農業活性化プロジ

ェクト支援交付金事業の重内頭首工周辺の自然環境保全活用施設整備調査設計費など

であり、前年に比べ２，４０５万円の減となっていますが、年度間においては、庁舎

照明ＬＥＤ化工事、自然環境保全・活用施設整備費、さけ・ますふ化場河川水取水施

設整備事業費などにより、平成２５年度決算見込みと比べると、１億１，７６６万７

千円の増となっております。

単独事業費については、当初予算計上分では、木質バイオマスボイラー施設関連事

業費、木質資源貯蔵施設建設工事、同機器購入、町有林整備事業、湯の里小学校体育

館屋根改修工事、スポーツセンター・中央公民館耐震設計業務委託、財務会計システ

ム導入などにより、３億４，０７８万２千円の増加となっておりますが、年度間にお

いては、庁舎受電設備・非常用発電設備の改修工事、総合行政システムのクラウド化

による改修費、地域づくり総合交付金による防災用備品・備蓄品購入費などが増とな

るものの、町民プール及び子ども交流センター建設工事関連、庁舎耐震改修減により、

平成２５年度決算見込みと比べると、４億３０８万９千円の減となっております。

年度間の普通建設事業として、３億２，３１６万８千円の予算の計上を予定してお

ります。

次に公債費は、前年度当初比で１，１２０万３千円の増加となっていますが、平成
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２３年度以降に借り入れた過疎対策事業債・臨時財政対策債の元金据置きなどによる

支払利息において、１，０５４万６千円の増加が主な要因となっております。

今後も地方財政措置率の高い、辺地債・過疎債の活用による町財政の負担軽減と公

債費の抑制を念頭におきながら、起債の発行に努めてまいります。

一方、歳入面では普通交付税を試算するにあたり、地方財政計画を基本とした上で、

なお当町の特殊事情を考慮して、予算を計上致しました。

具体的には、基準財政収入額は国のマクロベースで１．４兆円の伸びに対して、当

町においては、固定資産税償却資産分で３，７６５万７千円の減などから、前年比で

５００万円の増に留まっております。また、基準財政需要額については、公債費が１

０９万７千円の減となっていることから、当町における普通交付税は、国の地方交付

税額が前年比０．１兆円減に対し、概ね前年度同額の１８億４，９００万円、特別交

付税を１億４千万円、臨時財政対策債を１億４，６３０万円と試算しました。

以上、平成２６年度予算編成の概要についてご説明致しましたが、当初予算規模で

は前年度当初比で３億２，５００万円増の３９億６，４００万円となっております。

これに補正予算計上予定額を含めた見込みでは前年度比４，７５４万５千円増の４２

億９，４２５万２千円となっております。

なお、主な事業につきましては、平成２６年度予定事業調を配布しておりますので、

ご参照願いたいと存じます。

次に平成２６年度、年度間財政規模の概要について、ご説明を申し上げますので、

４ページをお開きください。

１、総額は４２億９，４２５万２千円、うち当初計上で３９億６，４００万円、前

年当初比で３億２，５００万円の増となっております。

次に２、歳入であります。町税は総額６億７，７２３万９千円、前年当初比で２，

３７９万５千円の減。主なものとして、町民税は１億８，１３６万円、うち個人町民

税は１億４，６７５万５千円、固定資産税については、４億３，７６９万円となって

おります。

地方交付税は、総額で１９億８，９８０万円、うち当初計上１９億２，９３８万円、

前年当初比４，２２２万円の減であります。

次に国庫支出金は総額で、２億６，１７８万４千円、当初計上１億５，４２８万９

千円、前年当初比１４０万９千円の減で、主な計上額については、児童手当負担金４，

５２４万円、障害者等福祉費負担金４，３９５万円、保育所運営費負担金１，９７６

万５千円、社会資本整備総合交付金２，０４９万円、公立高等学校授業料不徴収交付

金９０７万６千円、臨時福祉給付金追加分であります。１，５００万円。庁舎照明器

具ＬＥＤ化工事、これも追加分であります。１，３３３万３千円であります。

道支出金は、総額で３億９６１万９千円、うち当初計上２億９，７３４万２千円、

前年当初費１億３，６８３万７千円の増で、主な計上額については、保育所運営費負

担金９８８万２千円、児童手当負担金１，０１４万４千円、障害者等福祉費負担金２，

１９７万５千円、保険基盤安定制度負担金３，８４５万３千円、重度・ひとり親家庭

・乳幼児医療費補助金１，０６９万４千円、農林水産業費関係補助金は追加分を含め

まして１億８，８６２万６千円、電源立地地域対策交付金も追加分を含め、１，０１

６万９千円であります。

次に繰入金は、総額２億３，８２７万８千円で、うち当初計上１億７，１５５万５

千円、前年当初比８，９８２万４千円の増で、主な計上額については、教育振興基金
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繰入で１，２６２万円、うち奨学資金貸付分で７６２万円、文化・スポーツ振興事業

分５００万円であります。ふるさと創生事業基金繰入は１，２５０万円、農林漁業振

興基金繰入は追加分を含め４，７９０万７千円、下水道事業整備促進基金繰入は１，

２００万円、地域福祉基金繰入金７８３万円、公共施設等整備基金繰入は、追加分を

含め８，０４１万７千円、財政調整基金繰入６，５００万円であります。

町債は総額５億４，３３０万円で、うち当初計上４億５，６６０万円、前年当初比

１億６，４３０万円の増となっております。主な計上額については、臨時財政対策債

１億４，６３０万円、道路橋梁債１，０８０万円、除雪機械整備事業債は１，１５０

万円、消防施設整備事業債４，８６０万円、緊急防災減災事業債は４９０万円、庁舎

暖房改修事業債１億８，１４０万円、過疎地域自立促進特別事業債として５，２２０

万円、うち浄化槽設置整備事業９１０万円、橋梁長寿命化補修事業３４０万円、知内

高校バス通学生交通費助成事業８００万円、子ども医療費拡大助成事業１，０５０万

円、知内ダム管理事業７９０万円、知内町地域材活用住宅助成事業５００万円となっ

ております。

６ページをお開きください。次に歳出であります。

１点目は人件費です。歳出のうち、義務的な経費である人件費については、これま

で同様適正な定員配置に努め、基本的にはその増加を抑制する方向で進めて参ります。

なお、２６年度においては、退職者２名に対し、新規採用３名を予定しております。

人件費の増については、普通昇格に伴う増が主な要因となっております。当初予算計

上額は８億５２４万３千円、前年当初比で８５８万４千円の増となっております。

一般行政経費でありますが、一般行政経費は、これまでも経費全般にわたる節減合

理化に努力して参りました。しかし、物件費については、４月からの消費税増税に伴

う負担増に加え、原油高騰による燃料や電気料金の値上げによる光熱費の増、補助費

については、渡島西部広域事務組合負担金や渡島廃棄物処理広域連合負担金の増によ

り、昨年度に比べ増加している状況にあります。

アとして、物件費は当初予算計上額５億９，４３５万１千円、前年当初比で２，１

１５万９千円の減となっております。イの維持補修費については５，７７２万４千円

で前年当初比３５０万８千円の増。ウの扶助費については２億５，４５０万１千円で

前年当初比８４３万７千円の減。エの補助費については５億５，１８２万４千円で前

年当初比７７３万２千円の減であります。

以下、款別予算計上の主な内容は、次のとおりであります。２款総務費は、総額８

億８，４６６万３千円、うち当初計上６億９，７６３万３千円で前年当初比３億３，

５３４万４千円の増で、主な計上事業費については、木質バイオマスボイラー施設建

設関連事業２億３２０万円。木質資源貯蔵施設整備等関連事業１億５３０万円。総合

行政システム導入業務委託追加分であります。４，１５０万円。庁舎電気設備改修工

事追加分であります。６，５００万円。庁舎照明ＬＥＤ化工事、これも追加分であり

ます。５千万円を計上したところであります。

次に３款民生費は総額５億９，２０４万円の計上で、当初計上５億６，８５２万円

で、前年当初費３０５万３千円の増、主な計上事業費は、社会福祉総務費で６，９１

２万８千円。老人福祉費で１億１，２２４万７千円。心身障害者特別対策及び母子等

福祉費１億１，０６７万６千円。介護保険費９，４７１万８千円、児童措置費１億２，

８２７万円となっております。

４款の衛生費は、総額２億６，４１２万２千円、当初予算同額計上で前年当初費１，
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１２２万８千円の減となっており、主な計上事業費は、各種検診等予防費で２，９９

０万４千円、湯の里診療所管理運営費１，４０９万６千円、保健医療総合センター管

理費９８４万７千円、清掃費負担金１億２，７４９万３千円であります。

次に５款労働費は、総額１７４万６千円、当初予算同額計上で前年当初比５９１万

９千円の減。主な計上事業費として知内町新規高卒者等雇用奨励助成１５０万円を計

上したところであります。

６款農林水産業費は、総額３億８，４０１万１千円、うち当初計上２億６，５５９

万６千円で、前年当初比４２３万５千円の減となっており、主な計上事業費は、国営

土地改良事業償還金で６，６８９万５千円。道営農地保全整備事業６８７万７千円。

知内ダム管理事業１，４６１万４千円。町有林整備事業４，２１３万円。地域づくり

総合交付金事業。これは養殖漁場整備事業であります。１，２００万円。自然環境保

全活用施設整備事業関連は、追加分を含めまして、３，４７０万円。さけ・ますふ化

場河川水取水施設整備、これも追加分であります。７，５１６万８千円であります。

次に７款商工費は、総額８，６６３万７千円、うち当初計上８，２６３万７千円で、

前年当初比２，４２９万５千円の減で、主な計上事業費として、電源立地地域対策交

付金事業は、追加分を含め１，２０２万１千円。こもれび温泉管理運営業務委託とし

て１，７４８万６千円となっております。

８款土木費は、総額３億１，８９４万３千円、当初予算同額計上で、前年当初比１，

７３３万３千円の減であります。主な計上事業費は、浄化槽設置整備事業１，０４０

万円、公共下水道事業特別会計繰出は、１億２，８８５万９千円、農業集落排水事業

特別会計繰出１，７６３万円、町道除雪機械更新で２，５５０万円、町道森越稲荷線

改良舗装工事１，０８０万円であります。

次に消防費は、総額２億４，７４８万１千円で当初予算同額計上で、前年当初比１，

８４６万２千円の増であります。主な計上事業費は、高規格救急自動車購入で２，９

４１万１千円、防火水槽新設工事１，４８０万円、消火栓更新新設工事４４５万円で

あります。

１０款の教育費は、総額７億３，１６２万９千円で、うち当初計上７億２，０３５

万１千円で、前年当初比で１，９１０万７千円の増であります。主な計上事業費は、

特別支援教育支援事業で１，４４３万１千円。湯の里小学校体育館屋根改修工事９９

０万円。知内高校バス通学生徒交通費助成事業８００万円。知内高校生徒自転車置場

改築工事６２５万円。町史印刷業務委託追加分であります。６００万円。スポーツセ

ンター・中央公民館耐震設計業務委託料４９０万円を計上したところであります。

次に１２款公債費については、総額７億２，６３８万９千円で、当初予算同額計上

で、前年当初比１，１２０万３千円の増であります。

以上、平成２６年度の予算編成の基本的な考え方について説明をさせていただきま

した。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に歳出から款毎に順次、担当課長より説明を求めていきます。

１款議会費、２款総務費、７款商工費の４目公園管理費、８款土木費の１目住宅管

理費、９款消防費、１２款公債費及び１３款の予備費については、総務企画課長。

次に３款民生費及び４款衛生費は、生活福祉課長。次に５款労働費、６款農林水産業

費及び７款商工費は、産業振興課長。次に８款土木費及び１１款災害復旧費は、建設

水道課長。次に１０款教育費は、教育次長。この順に行います。
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最初に議案について副町長からまず説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１６号、平成２６年度知内町一般会計予算について。

平成２６年度知内町一般会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９

億６，４００万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は「第１表歳入歳出予算」

による。

第２条、地方債であります。地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすこ

とができる地方債の起債の目的・限度額・起債の方法・利率及び償還の方法は、「第

２表地方債」による。

第３条、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一

時借入金の借入れの最高額は５億円と定める。

第４条、歳入歳出予算の流用であります。地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。

第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費にかかる予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

第２表、地方債について説明致しますので、１１ページをお開きください。

起債の目的・限度額でありますが、臨時財政対策債として１億４，６３０万円、過

疎地域自立促進特別事業債として５千万円、道路橋梁債として１，０８０万円、除雪

機械整備事業債として１，１５０万円、消防施設整備事業債として４，８６０万円、

緊急防災減災事業債として４９０万円、庁舎暖房改修事業債として１億８，１４０万

円、自然環境保全活用施設整備事業債として３１０万円をそれぞれ計上するものであ

ります。

なお、記載の方法・利率・償還の方法につきましては、記載のとおりであります。

お目通しを願いたいと存じます。

このあと、各課長から予算の内容について説明をさせていただきます。よろしくお

願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に総務企画課関係で、総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、９４ページをお開きいただきたいと思います。

１款１項１目議会費６，７３４万２千円、前年対比６４万６千円の増で、主な要因

につきましては、１８節備品購入費の議会中継用システム機材購入費の増によるもの

であります。

次に２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に１億８，５２３万５千円、前

年対比１３３万３千円の減であります。主な要因につきましては、職員の異動に伴い、

２節給料から４節共済費までの人件費の減と７節賃金の臨時職員賃金の増、それと１

３節委託料で財務会計システム導入委託料３９０万円の増、それと１９節負担金補助

及び交付金の道職員派遣負担金７５０万円の減による、その増減によるものでありま

す。



- 8 -

次に２目会計管理費５３万円の計上で、前年同額となってございます。

次に３目財産管理費３億４，３９９万２千円、前年対比３億２，１４３万４千円の

増であります。主な要因につきましては、木質バイオマスボイラー施設等建設及び庁

舎改修に伴う関連事業費３億１，９４５万円の増によるものであります。

なお、木質バイオマスボイラーの詳細につきましては、資料で説明致しますので、

予算説明資料の総務企画課関係１３ページをお開きいただきたいと思います。関連事

業の概要であります。供用開始につきましては、町民プール・子ども交流センターの

複合施設への熱源供給は、平成２７年２月上旬、町民センターへの熱源供給は、平成

２６年１０月下旬を予定しております。整備する施設等につきましては、記載のとお

りでありまして、事業費につきましては、工事管理委託料として５５０万円、ボイラ

ーサイロ等の設置費と致しまして、７，５６６万円、ボイラーサイロのための建屋建

設、庁舎の暖房配管、暖房機器改修に１億２，２０４万円、木質資源貯蔵施設建設と

して建屋建設、敷地造成工事に４，１３０万円、備品購入費で木質資源貯蔵施設用機

器としてチッパー機、切断機、ホイルローダー等購入に６，４００万円、合計で３億

８５０万円となっております。なお、財源につきましては、道補助金で１億２，６８

４万３千円。補助残につきましては、過疎債を充当致します。また、想定されます経

済効果等につきましては、記載のとおり見込んでございます。

次のページお開きいただきたいと思います。木質貯蔵施設の管理運営案でございま

す。施設の管理運営につきましては、そこに記載の理由から指定管理者制度により行

う予定でおります。また、指定管理料につきましては、業務に要する経費を木質チッ

プ単価に含め、その単価による単価契約方式により購入することで、別途支払管理料

は発生しないものと考えております。なお、今後の指定にかかる日程等は、以下のと

おりの予定でおりますので、ご参照いただきたいと思います。

それでは、終わりまして、予算書の１０１ページお開きいただきたいと思います。

４目財政調整基金費７７８万２千円、対前年比８１万６千円の増であります。主な

要因につきましては、減債基金積立金から公共施設等整備基金積立金までの積立金利

子の増によるものであります。

次に５目公平委員会費９千円の計上で、前年と大きく変わるものではございません。

次に６目企画総務費１，３１６万４千円、対前年比２２５万円の増、主な要因は、

１９節負担金補助及び交付金で、知内町ふるさと創生事業補助金の２５０万円の増に

よるものでございます。

次に７目計画調査費１５万５千円の計上で、前年同額であります。

次に８目広報費１９６万５千円の計上で、対前年比９万４千円の増。主な要因につ

きましては、消費税アップに伴う印刷費の増によるものであります。

次に９目交通安全対策費４１０万８千円、対前年比２０万３千円の減で、主な要因

は、交通安全車の車検整備費の減によるものであります。

次に１０目公害対策費４１６万２千円、対前年比４６万７千円の増で、要因につき

ましては、公害監視車の車検整備費、タイヤ購入費の増によるものであります。

次に１１目地域会館管理費２，５２４万４千円、対前年費５３５万９千円の増であ

ります。増の主な要因は、１５節工事請負費で、元町町内会館及び上雷生活改善セン

ター改修費の減がありますが、それに対し、今回、前浜及び渡島知内町内会館の改修

費の増によるものが要因となっております。

次に１２目自治振興費２，６２０万３千円、対前年比９６７万２千円の増でありま
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す。要因につきましては、１９節負担金補助及び交付金でコミュニティ整備事業助成

６７６万４千円と共聴施設対策事業助成２１６万９千円の増によるものであります。

なお、コミュニティ整備事業につきましては、総務企画課の予算説明資料５ページに

掲載してございますので、ご参照いただきたいと思います。

次に１３目職員厚生管理費１９３万５千円、対前年比２６万３千円の増であります。

要因は人間ドック健診対象者の増によるものであります。

次に１４目マイクロバス運営費１４１万円、対前年比３万円の増で、前年と大きく

変わるものではございません。

次に１５目諸費５０万円の計上で、前年同額であります。

次に２項徴税費、１目税務総務費４，４６３万３千円、対前年比３９万９千円の減

で、主な要因につきましては、４節共済費で率改定に伴う共済負担金、退職負担金の

減によるものであります。

次に２目賦課徴収費９５７万６千円、対前年比２１万３千円の増で、要因につきま

しては、１３節委託料で固定資産評価替えに伴う処理業務委託料５４万円の増による

ものであります。

次に３項１目戸籍住民登録費１，５６６万５千円で、対前年比３８１万５千円の減

になっております。要因につきましては、１３節委託料で住民基本台帳ネットワーク

機器更新委託料が５００万円の減、それと１４節使用料及び賃借料で住民基本台帳ネ

ットワークシステム共同利用料１６２万円の増による増減によるものであります。

次に４項選挙費、１目選挙管理委員会費１１４万９千円、対前年比１７万５千円の

増で、要因につきましては、９節旅費で研修旅費の増によるものであります。

次に２目農業委員会委員選挙費１９３万１千円の計上で、対前年比同額の増であり

ます。内容は、今年度実施予定の経費として計上したものでございます。

次に３目知内町長選挙費６２７万１千円の計上で、これにつきましても、本年度実

施予定の経費として計上したものでございます。

次に４目参議院議員通常選挙費、今年度の計上はございません。

次に５項統計調査費、１目人口農林商工教育統計調査費に８７万６千円、対前年比

１万６千円の増でありますが、大きく変わるものではございません。

次に６項監査委員費、１目監査委員費に１１３万８千円の計上で、対前年比４万６

千円の減でありますが、これも前年度と大きく変わるものではございません。

次に１６２ページをお開きいただきたいと思います。７款商工費、１項商工費、４

目公園管理費に２４２万８千円、対前年比２，９３７万１千円の減であります。減の

主な要因は、前年度の墓地造成工事関連事業費の減によるものであります。

次に１７２ページをお開きいただきたいと思います。８款土木費、４項住宅費、１

目住宅管理費５４５万３千円、対前年比７４９万５千円の減であります。減の主な要

因は、１３節委託料で公営住宅長寿命化計画策定委託料が３００万円の減、１５節工

事請負費ですみれ団地物置建替工事費６１０万円が減になったこと、それに今年度給

油配管改修工事２００万円の増によるもので、それぞれ増減による減であります。

それと、次のページをお開きいただきたいと思います。９款１項１目消防費２億３，

１３４万１千円で、対前年比８６０万８千円の増であります。要因につきましては、

高規格救急自動車購入費２，９４１万１千円の増と防火水槽新設工事費の減、それか

ら、消防デジタル無線実施設計費の減によるものであります。

次に２目災害対策費１，６１４万円、対前年比９８５万４千円の増であります。増
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の要因は、１５節工事請負費で防災行政無線等移設工事費１，１００万円の増による

ものであります。

次に２０５ページをお開きいただきたいと思います。２０５ページ、１１款災害復

旧費であります。２項公共土木施設災害復旧費、１目土木施設災害復旧費２４万円、

前年対比１９万５千円の増であります。増の要因は、１９節負担金補助及び交付金で

北海道災害復旧促進協会負担金の増によるものであります。

次に１２款１項公債費、１目元金で６億５，２３４万９千円、対前年比１，８３５

万５千円の増であります。本年度起債償還に充てる元金として計上してございます。

次に２目利子７，４０４万円、対前年比７１５万２千円の減であります。同じく本

年度、起債償還にかかる利子として計上してございます。

次に１３款１項１目予備費３００万円の計上で、前年同額でございます。

以上で総務企画関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

それでは、１２２ページをお開きください。１２２ページ、３款民生費、１項社会

福祉費、１目社会福祉総務費に６，９１２万８千円の計上で、前年度対比３７０万７

千円の減額であります。内訳につきましては、２節給料から４節共済費の人件費で職

員の退職、異動により６５４万２千円の減、１９節負担金補助及び交付金の北海道身

障者スポーツ大会負担金で９万１千円の増、２８節繰出金の国保会計繰出金で２７８

万２千円の増が主なものであります。

次に１２４ページ、２目の国民年金費に６万７千円の計上で、前年同額の計上であ

ります。

１２５ページ、３目老人福祉費に１億１，２２４万７千円の計上で、前年度対比５

５９万１千円の増額であります。内訳につきましては、１９節負担金補助及び交付金

の高齢者等屋根雪下ろし事業で１５０万円の減、後期高齢者連合負担金で２８９万３

千円の増、２８節繰出金の後期高齢者特別会計に４５０万３千円の増が主なものでご

ざいます。

次に１２７ページ、４目心身障害者特別対策及び母子等福祉費に１億１，０６７万

６千円の計上で、前年度対比３９９万８千円の増額であります。内訳につきましては、

２０節扶助費で障害者介護給付・訓練給付で４００万円の増が主なものとなっており

ます。

次に１２９ページ、５目の介護保険費に９，４７１万８千円の計上で、前年度対比

５６３万２千円の増額であります。内訳につきましては、１３節委託料の居宅介護支

援事業所運営業務委託料で２９８万円の増となっておりますが、昨年まで介護保険特

別会計に計上していたものを一般会計に組替えしたものであります。社協が２５０万

円、しおさい園が４８万円で、介護相談や見守り等を実施するものであります。２８

節繰出金の介護保険特別会計に２２３万円の増額が主なものとなっております。

次に２項児童福祉費、１目児童福祉総務費に２，２６５万円の計上で、前年度対比

６５万３千円の増であります。内訳につきましては、１２節役務費で前年比１８７万

３千円の増となっておりますが、子ども医療費請求手数料を２０節扶助費から組替え

をしたものであります。１３節委託料で子ども医療費等システム保守料として５７万

１千円が増えております。また、１９節負担金補助及び交付金で、子ども安全見守り
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隊４団体へ活動助成金として本年度１２万円を新規に計上してございます。

次に１３１ページ、２目の児童措置費に１億２，８２７万円の計上で、前年度対比

９９０万３千円の減額であります。内訳につきましては、１３節委託料の保育委託料

で、措置児童の減により７３９万円の減、２０節扶助費の児童手当で対象児童の減で

２６３万５千円の減が主なものでございます。

次に３目の児童福祉施設費で３，０４１万４千円の計上で、前年度対比７８万９千

円の増額であります。内訳につきましては、１節報酬で所長分で４８万円の増、７節

賃金で代替保育士ほかで１９万９千円の増が主なものとなっております。

次に１３４ページ、３項１目の災害救助費に３５万円の計上で、前年同額となって

ございます。

次に１３５ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費に４，７９

２万６千円の計上で、前年度対比１６２万６千円の増額であります。内訳につきまし

ては、２節給料から４節共済費の人件費で５４万１千円の増、１９節負担金補助及び

交付金で、２７年１月運航開始予定の道南ドクターヘリ運航経費負担金として１０８

万６千円の増が主なものでございます。

次に２目の予防費で、２，９９０万４千円の計上で、前年度対比３０万８千円の減

額であります。減額の内訳につきましては、１３節委託料の生活習慣病健診委託料で、

５４万１千円の減が主なものとなっております。

次に１３８ページ、３目の環境衛生費に８２６万６千円の計上で、前年度対比５万

８千円の増額であります。内訳につきましては、７節賃金で蜂巣駆除等賃金に職員の

補助員ということで３２万７千円、１３節委託料と２２節補償補てん及び賠償金に中

ノ川墓地周辺樹木伐採に４３万２千円、１９節負担金補助及び交付金の木古内火葬場

利用負担金で本年度９４万６千円の減が主なものとなっております。

次に１３９ページ、４目の診療所費に１，４０９万６千円の計上で、前年度対比４

３６万２千円の減額であります。内訳につきましては、１１節需用費の薬品購入で６

０万円の減。旧診療所の解体費昨年３５０万円計上しておりましたが、これが減とな

ったものが主なものでございます。

次に５目の保健医療総合センター管理費に９８４万７千円の計上で、前年度対比１

３３万８千円の減額であります。内訳につきましては、１３節委託料の健康管理シス

テム改修費が本年度１２６万円減額となっております。

次に１４１ページ、２項１目の清掃費１億５，３３７万８千円の計上で、前年度対

比６９０万４千円の減額であります。内訳につきましては、１３節委託料の塵芥収集

委託料で消費税のアップ、収集回数の増により１１５万２千円の増、１９節負担金補

助及び交付金の渡島西部広域事務組合負担金で１，００１万円の減、渡島廃棄物処理

広域連合負担金で１７６万５千円増が主なものでございます。

次に１４２ページ、３項１目の上下水道費に７０万５千円の計上で、前年同額でご

ざいます。以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

続いて、産業振興課関係の予算について、ご説明します。

１４３ページです。５款１項１目労働費に１７４万６千円。前年対比５９１万９千

円の減で、減額の主な要因は、前年度の１３節委託料で緊急雇用創出推進事業費の減



- 12 -

によるものです。委託料の減のほかは前年と同額であり、内容は変わるものではあり

ません。

次に６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費に４０３万２千円、前年対

比１１万円の増で、主な要因は、９節旅費で研修及び普通旅費の増によるものです。

次に２目農業総務費に３，３２６万円、前年対比４８万３千円の増で、主な要因は、

２節給料で職員の異動による増です。ほかは大きく変わるものではありません。

次に３目農業振興費に８，５００万５千円、前年対比１，１８１万円の減で、主な

要因は、１９節負担金補助及び交付金で農業生産基盤整備事業で１５４万４千円の減、

内訳は、中ノ川北地区、森越区、森中地区及び元町南部地区の基盤整備事業の償還金

の減であります。次に２３節償還金利子及び割引料でダム償還金で１，０２９万６千

円の減によるものです。

４目農地費に８５１万１千円、前年対比４０７万７千円の減で、主な要因は、１９

節負担金補助及び交付金で食料供給基盤強化特別対策事業補助金の減によるもので

す。

なお、同事業の内容につきましては、予算説明資料見だしナンバー３、産業振興課

関係の２ページをお開きください。この中身につきましては、道営農村整備事業の概

要であります。今年度は重内地区の事業費が５，４８０万、町の負担が２１９万２千

円、事業量としては、用水路工で４６４ｍ、また、重内第２地区につきましては、事

業費１億１，４００万円、町負担が４６６万５千円、事業量につきましては、用水路

工２，０００ｍであります。合計で１億６，８８０万円となっています。

次に予算書１４８ページです。５目畜産振興費に５万円、これは前年対比１千円の

増で、大きく変わるものではありません。

次に６目農村活性化センター公園管理費に２１３万８千円、前年対比４３万２千円

の減で、主な要因は、１１節需用費で、活性化センター電気料の増、また、前年度に

実施した農村公園の案内看板及び簡易トイレの設置費で５５万２千円の減によるもの

です。

次に７目知内ダム管理費に１，４６１万４千円、前年対比２９２万５千円の増で、

主な要因は１１節需用費で、ダム警報車の車検整備及び光熱水費等で３１万３千円の

増、１３節委託料でダムの取水放流設備点検、監視制御装置点検及び運転操作管理業

務で４９万２千円の増、また、３年に１度のダム堆砂量調査業務に２１０万円計上す

るものです。

次に２項林業費、１目林業総務費に１，７１８万７千円、前年対比８４５万４千円

の増で、主な要因は、２節給料から４節共済費まで職員１人の増によるものです。

次に２目林業振興費に１，２０９万９千円、前年対比９２２万１千円の減で、主な

要因は、前年度計上の１３節委託料で森林情報管理システム整備委託及び木質バイオ

マス調査研究委託費で７６０万円の減、１４節及び１５節で町民植樹祭、重機借上料

及び林道改良工事で３８１万５千円の減です。それと１６節原材料で町民植樹祭原材

料で６０万５千円の減、１９節負担金補助及び交付金で、森林作業員就業条件整備事

業、それから森林整備対策事業補助金及び地域材活用住宅助成２４５万６千円の増な

どによるものです。

次に３目造林事業費に４，２２０万９千円、前年対比２，０１１万円の増で、主な

要因は１３節委託料で２１１万円の増で、内訳は、町有林整備事業の間伐等で２５０

万円の減、林道専用道路設計で４５０万円の増、１５節工事請負費で林道専用道整備
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工事費１，８００万円の増によるものです。

なお、町有林整備事業の間伐等の内訳につきましては、予算説明資料産業課資料の

５ページをお開きください。町有林整備事業、間伐等の概要です。２番目の事業の内

容につきましては、間伐、それから地拵え、植栽、下刈りで、地区につきましては、

上雷及び元町でございます。植種はスギ・トド等で面積は３６ｈａであります。事業

費は１，８６０万円、事業箇所については、記載のとおりであります。

次に林道整備工事につきましては、同じく資料の６ページをご覧ください。町有林

の林道専用道路の概要です。２番目の事業規模、事業費につきましては、場所につき

ましては、上雷の田中の沢支線、延長が９００ｍ、幅員は３．５ｍ、事業費につきま

しては、２，２５０万円、内訳は、設計委託料が４５０万円、工事費が１，８００万

円です。受益面積につきましては、５５ｈａ。位置図につきましては、記載のとおり

であります。

次に予算書の１５４ページに戻ってください。４目水源林造成事業費に１０万８千

円で、前年度と同額であり内容は変わるものではありません。

５目治山事業費に１６万２千円、前年対比３千円の増で、大きく変わるものではあ

りません。

３項水産業費、１目水産業総務費に１，５００万４千円、前年対比８２万９千円の

減で、主な要因は、２節給料から４節共済費まで、職員１人の増と異動による増減で、

１６０万２千円の増、前年度計上の７節賃金で、臨時職員２３８万円の減によるもの

です。

次に２目水産業費に３，１１４万７千円、前年対比９９５万２千円の減で、主な要

因は１３節委託料で、農山漁村活性化プロジェクト親水広場整備設計委託料で７５０

万円の増、１４節使用料及び賃借料で魚道維持補修重機借上量１４万４千円の増、１

８節備品購入費で、海難防止対策で水難救命ボックス整備に４５万円の増、１９節負

担金補助及び交付金で、漁場管理事業、それから、水産物消費拡大推進事業、地域づ

くり総合交付金事業、沿岸漁業経営改善実施資金利子助成で１，１６３万円の減、水

産多面的機能発揮対策事業で１７１万円の増、また、前年度計上の魚道活動支援対策

事業で１６６万円の減、漁業収入安定対策事業で６７６万円の減等で差引１，８３３

万９千円の減によるものです。なお、詳しくは説明資料の７ページをご参照ください。

次に７款１項商工費、１目商工総務費に１，３１５万７千円、前年対比３３１万１

千円の減で、主な要因は２節給料から４節共済費まで、職員の異動による減で３４９

万８千円の減、また車検整備により１１節需用費及び２７節公課費で１３万８千円の

増によるものです。

次に２目商工振興費に１，６０３万円、前年対比１５７万８千円の増で、主な要因

は１９節負担金補助及び交付金で、商工振興指導助成、それから、中小企業融資補償

料助成及び津軽海峡ブランド博出店助成等に１５８万１千円の増によるものです。

次に３目観光費に１，４２７万２千円、前年対比２８８万８千円の増で、主な要因

は、都市と地方との交流推進事業で、９節旅費、１１節需用費、１２節役務費及び１

４節使用料及び賃借料で、計７８万８千円の減。１１節需用費のさわやかトイレ光熱

水費及び観光マップ印刷で４６万３千円の増、１３節委託料で道の駅活用基本構想策

定委託及び体験農園受入業務委託に３２２万９千円の増とするものです。体験農園に

つきましては、将来に向けての体験観光農園のあり方について検証するものです。な

お、都市と地方との交流推進事業の詳細については、予算説明資料産業振興課の見だ



- 14 -

しナンバー３、７ページの同事業計画表をご参照ください。

次に１６３ページです。５目物産館管理費に９９２万円、前年対比３７万７千円の

増で、主な要因は、１１節需用費で光熱水費１４万円の増、１３節委託料で管理業務

委託で２６万３千円の増によるものです。

次に６目健康保養センター管理費に２，６８３万円、前年対比３５４万４千円の増

で、主な要因は１３節委託料で管理運営業務に４８万６千円の増、隔年で実施してい

る源泉ポンプ保守点検業務に３２４万１千円の増、また、前年度計上の源泉タンク洗

浄業務委託で２０万円の減によるものです。以上で産業振興課関係予算の説明を終わ

らせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

１６５ページをお開きください。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費に

３，２４７万６千円で、前年度比較により給料手当等で１６万５千円の増額となって

おります。

１６６ページでございます。２目下水道整備費、１億５，７２６万３千円で、前年

度から２，８９９万２千円の減額でございます。これは下水道会計の特別会計の繰出

金がおよそ２，９００万円の減額、これが主な要因となっております。

１６７ページをお開きください。２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費は２１３万

９千円で、昨年度より２２万８千円の増となっております。１３節委託料が森越稲荷

線の改良、外記川砂防工事の町道の付け替え等で道路台帳の異動処理業務の増加によ

り委託料が増えたことが要因となっております。

１６８ページでございます。２目道路維持費が７，９０６万円で、前年度より３，

４３７万８千円の減額となっております。１５節工事請負費で、３年に１度行ってい

る町道区画線工事等により３００万円の増、１８節備品購入費で草刈り等の町道管理

用にトラクター購入、除雪ドーザーの購入費として３，１００万円の増が主な要因で

ございます。

１６９ページをお開きください。３目橋梁維持費１，２８４万１千円で、前年度比

６５７万１千円の減額です。橋梁長寿命化計画に基づきまして、ほぼ一定規模の設計

と補修工事を実施しておりますが、今年度は、平成２５年度の国の補正予算を受け、

柳橋の補修工事を前倒しで予算措置したための減額となっております。今年度につき

ましては、フキリ橋・中ノ沢橋・上ノ沢橋の調査設計工事を計画しております。

１７０ページでございます。４目道路橋梁改良工事費は１，８７５万７千円で、前

年度より１，２００万６千円の減額となっております。これは設計委託料補償費、工

事請負費での減額となっております。今年度につきましては、森越稲荷線と渡島知内

１号線の整備を計上してございます。

次のページをお開きください。３項河川海岸費、１目河川総務費で１，０７８万９

千円、前年度より２９６万円の増額です。これは１３節委託料で、山栗川導流堤調査

設計委託料を３００万円計上したことによるものでございます。この山栗川の導流堤

調査設計委託料でございますが、発電所の用浮桟橋近くに山栗川の導流堤がございま

す。発電所の建設当時の構造物と思われます。現在、山栗川の河口につきましては、

閉塞をさせておりまして、知内川へ川水を流しておりますので、この導流堤の役目は

もう既に終えてございます。この導流堤の基礎の部分の鋼矢板、鉄の板でございます
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が、腐食をし、大きく断面欠損を起こしておりまして、導流堤全体のバランスを崩す

恐れがあるため、今回、撤去方法、撤去した後の残った構造物の収め方等の検討設計

をしたく、予算計上したものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、教育次長。

◎ 教育次長（村上芳二）

１７６ページをお開き願います。１０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会

費に１９６万円の計上で、前年比５４万円の減額となっておりますが、主なものは９

節旅費で隔年実施しています教育委員管外研修視察、道外研修視察の減額によるもの

でございます。

次に１７７ページから１７９ページ、２目事務局費に１億１，７８９万７千円の計

上で、前年比４７７万３千円の増額となっておりますが、主なものは、１５節工事請

負費で、前年度に引き続き、教職員住宅の解体工事にかかる増額と昨年度から全額国

の補助金を受けて実施していますインクルーシブ教育システム構築モデル事業にかか

る増額や２１節貸付金の奨学資金では、前年度実績から数名程度の減少を見込んで計

上しており、事務局費全体では、差引増額計上となるものでございます。

次に１８０ページから１８１ページ、３目学校給食センター費に６，５３６万４千

円の計上で、前年比１４８万８千円の増額となっておりますが、主なものは１３節委

託料の調理業務並びに運転業務にかかわる増額によるものでございます。

次に１８２ページから１８３ページ、２項小学校費、１目学校管理費に５，８９２

万１千円の計上で、前年比１，０９２万３千円の増額となっておりますが、主なもの

は、１５節工事請負費で、湯の里小学校の体育館屋根改修工事にかかる増額と１８節

備品購入費では、小学校３校に配置予定の教育用タブレットパソコンの購入により増

額となるものでございます。

次に１８４ページ、２目教育振興費に６０４万６千円の計上で、前年比９６万４千

円の減額となっております。主なものは、１８節備品購入費の教育教材用備品の減額

によるものでございます。

次に１８５ページから１８６ページ、３項中学校費、１目学校管理費に２，４９８

万１千円の計上で、前年比２，１４１万円の減額となっておりますが、主なものは７

節賃金で特別支援教育支援員の配置による増額と１８節備品購入費で前年度計上して

おりましたスクールバス更新事業の終了により、差引減額計上となるものでございま

す。

次に１８７ページ、２目教育振興費に６２２万円の計上で、前年比６６万１千円の

減額となっておりますが、主なものは１８節備品購入費の教育用備品の減額によるも

のでございます。

次に１８８ページから１９０ページ、４項高等学校費、１目学校管理費２億６，２

６４万円の計上で、前年比２，０７８万９千円の増額となっておりますが、主なもの

は、１節報酬から４節共済費まで、嘱託特別支援員の増員並びに教職員の異動に伴う

人件費増額と１２節役務費では、今年度から各種検定を教育課程に取り入れたことに

より、検定料を実質無料化とするための予算措置や１５節工事請負費で、高圧ケーブ

ル取替工事と屋外トイレ改修工事や生徒用自転車置場改築工事にかかる増額と１９節

負担金補助及び交付金のバス通学生徒交通費助成では、今年度から保護者の負担軽減
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を図るため、助成基準を従来の２分の１から全額補助に改訂することにより増額とな

るものでございます。

次に１９１ページ、２目教育振興費に５６７万８千円の計上で、前年比２７万１千

円の増額となっておりますが、主なものは１８節備品購入費で、吹奏楽部並びに陸上

部の備品の増額によるものでございます。

次に１９２ページ、５項幼稚園費、１目幼稚園管理費に５，１５１万円の計上で、

前年比１２０万３千円の減額となっておりますが、主なものは、１節報酬から４節共

済費まで、職員等の人件費にかかる増額と１５節工事請負費で前年度計上しておりま

した、遊戯室屋根葺替工事分が減額となったことから差引減額計上となるものでござ

います。

次に１９４ページ、２目教育振興費に６４万４千円の計上で、前年比１０万２千円

の減額となっておりますが、主なものは、１８節備品購入費で教育教材備品の減額に

よるものでございます。

次に１９５ページ、６項社会教育費、１目社会教育総務費に９７８万３千円の計上

で、前年比３９万３千円の増額となっておりますが、主なものは、８節報償費から１

２節役務費まで放課後子ども教室の開催に伴う増額によるものでございます。

次に１９６ページから１９７ページ、２目公民館費に３，１６８万５千円の計上で、

前年比８２７万８千円の減額となっておりますが、主なものは、工事請負費で、前年

度計上しておりましたふれあい工房と中央公民館の外壁改修工事の減額によるもので

ございます。

次に１９８ページから１９９ページ、３目郷土資料館費に１，７８４万円の計上で、

前年比１３２万円の増額となっておりますが、主なものは、１節報酬から４節共済費

まで、職員等の人件費にかかる増額と１８節備品購入費で、資料館の管理備品の更新

に伴い、増額となるものでございます。なお、町史編纂業務に関することでございま

すが、実は事業計画では、平成２５年度中に印刷・製本まで仕上げる予定で進めて参

りましたが、資料収集などに時間を要し、編纂作業が遅れていることから、６月議会

には印刷・製本にかかる予算補正をお願いしたいと考えております。１２月を目途に

完成する方向で編集委員の方に作業を行っていただいております。この点、ご理解を

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

次に２００ページ、４目青少年交流センター管理費に１，０３８万７千円の計上で、

前年比３８万８千円の増額となっておりますが、主なものは、交流センターの舎監に

かかる１節報酬と４節共済費の人件費にかかる増額と３節職員手当等に前年度計上し

ておりました特殊勤務手当にかかる減額分を差引増額計上となるものでございます。

次に２０１ページ、５目文化交流センターに４１９万９千円の計上で、前年比２８

万９千円の減額となっておりますが、主なものは１３節委託料の交流センター特別清

掃にかかる減額と１８節備品購入費の管理備品などにかかる減額によるものでござい

ます。

次に２０２ページから２０３ページ、７項保健体育費、１目保健体育費に４，４５

９万６千円の計上で、前年比１，４２０万３千円の増額となっておりますが、主なも

のは、１３節委託料のスポーツセンター等耐震改修の実施設計業務委託料にかかる増

額と１５節工事請負費の第１町民体育館周辺整備工事と第２町民プールろ過器更新に

かかる増額や１８節備品購入費では、トレーニング室にウォーキングランニングマシ

ンを２台設置することにより増額となるものでございます。
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次に２０４ページ、２目町民プール及び子ども交流センター建設事業でありますが、

本年度は計上ありません。なお、教育委員会予算にかかる説明資料並びに平成２５年

度事業実績報告については、見だし５に添付してございますので、ご参照願います。

以上で、教育費の説明とさせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

歳出の説明が終わりましたので、次に歳入の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

予算書１４ページお開きいただきたいと思います。１款町税、１項町民税、１目個

人１億４，６７５万５千円の計上で、前年比５５０万８千円の減であります。内容に

つきましては、前年度実績見込額を考慮し、現年課税分、滞納繰越分、それぞれ計上

しているところであります。

次のページです。２目法人３，４６０万５千円、前年比１，０３４万５千円の増で

あります。本年度収入見込額を計上してございます。

次のページです。２項、１目固定資産税４億３，３８７万４千円、前年比３，７６

５万７千円の減であります。減の要因につきましては、北電の償却資産の減によるも

のでございます。

次のページです。２目固定資産等所在市町村交付金３８１万６千円、前年比２１万

円の増で、本年度収入見込額の計上でございます。

次のページです。３項１目軽自動車税１，０２１万円、前年比９万２千円の減であ

ります。これも本年度収入見込額の計上でございます。

次のページです。４項１目たばこ税４，５２７万４千円、前年比８８９万７千円の

増であります。これにつきましては、前年度実績及び消費税率の改定を考慮し、計上

してございます。

次のページです。５項１目入湯税２７０万５千円、前年比１万円の増で、前年度実

績を考慮しての計上でございます。

次のページです。２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税、１目地方揮発油譲与税

に１，０５０万円の計上で、前年度同額でありますが、本年度の収入見込額の計上で

ございます。

次のページです。２項１目自動車重量譲与税に２，３００万円、前年比１００万円

の減でありますが、本年度収入見込額の計上でございます。

次のページ、３項１目地方道路譲与税１千円の計上で、前年同額でございます。

次のページ、３款利子割交付金、１項利子割交付金、１目利子割交付金に１００万

円の計上で、前年同額でございます。

次のページです。４款１項１目配当割交付金に３０万円の計上で、前年比１０万円

の増で本年度収入見込額により計上してございます。

次のページです。５款１項１目株式等譲渡所得割交付金に９万円の計上で、前年比

４万円の増でありますが、収入見込額により計上してございます。

次のページです。６款１項１目消費税交付金に５，２００万円の計上で、前年比５

００万円の増であります。２６年度地方財政計画に基づき見込額の計上でございます。

次のページです。７款１項１目自動車取得税交付金に３５０万円の計上で、前年比

４００万円の減でありますが、これにつきましても、地方財政計画に基づき収入見込

額を計上しているところでございます。
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次のページです。８款１項１目地方特例交付金に８０万円の計上で、前年比３０万

円の増でありますが、収入見込額の計上でございます。

次のページです。９款１項１目地方交付税に１９億２，９３８万円、前年比４，２

２２万円の減でありますが、内容につきましては、地方財政計画及び当町の特殊事情

等を考慮し、計上してございます。

次のページでございます。１０款１項１目交通安全対策特別交付金に４５万円で、

前年度同額の計上でございます。

次のページです。１１款分担金及び負担金、１項分担金、１目総務費分担金に２２

万７千円の計上で、前年度同額であります。内容は小谷石デジタル放送中継局整備事

業分担金の計上であります。

次のページです。２項負担金、１目総務費負担金に１７６万円の計上で、前年比２

万円の減です。知内地方環境監視センター負担金の計上であります。

次のページです。２目民生費負担金１，３９４万８千円の計上で、前年比４０万９

千円の減であります。内容は保険料負担金から老人福祉負担金まで本年度の収入見込

額の計上であります。

次のページです。１２款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料に２０万

円で前年同額の計上でありますが、本年度収入見込額の計上であります。

次に２目民生使用料に１７９万２千円の計上で、前年比１４５万７千円の減であり

ます。湯の里保育使用料の収入見込額の計上でございます。

次に３目農林水産業使用料に２７７万３千円の計上で、前年比６万２千円の減であ

ります。内容は農業活性化センター及び漁港使用料として、それぞれ収入見込額の計

上であります。

次に４目商工使用料に７２万円、前年比４１万９千円の増であります。内容は公園

墓地使用料並びに物産館使用料として、それぞれ収入見込額を計上してございます。

次に５目土木使用料に５，０７４万７千円、前年比３０２万１千円の減であります。

内容は土木使用料から河川敷地使用料まで、それぞれ２６年度収入見込額の計上でご

ざいます。

次に６目教育使用料９７５万９千円、前年比５１２万６千円の増であります。内容

は高等学校入学検定料からスポーツセンター使用料までそれぞれ本年度収入見込額の

計上でございますが、増の要因につきましては、制度改正に伴い高校授業料の増によ

るものでございます。

次のページです。２項手数料、１目総務手数料に１６９万１千円、前年比３万２千

円の増であります。戸籍関係手数料として収入見込額の計上でございます。

２目衛生手数料に６３９万７千円、前年同額であります。内容は清掃手数料から狂

犬病予防注射済票交付手数料まで、それぞれ収入見込額の計上であります。

次に農林水産業手数料であります。５千円で前年同額の計上です。

次に１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金に１億１，１５３

万９千円、前年比２０９万４千円の減であります。内容は、保育所運営費負担金から

母子保健衛生費国庫負担金まで、それぞれ本年度事業に伴う収入見込額の計上でござ

います。

次に２項国庫補助金、１目土木費国庫補助金に２，２９５万８千円、前年比９２８

万８千円の増であります。内容は浄化槽設置整備国庫補助金から住宅耐震改修等国庫

補助金まで本年度事業に伴う国庫補助金として収入見込額の計上でありますけれど
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も、増の要因は、除雪機械更新事業に伴うものであります。

次に２目教育費国庫補助金９１７万９千円、前年比８７４万６千円の減であります。

内容は特別支援教育就学奨励費補助金並びに公立高等学校授業料不徴収交付金の本年

度収入見込額でありますけれども、減の要因につきましては、制度改正に伴い授業料

不徴収交付金の減によるものであります。

次に３目民生費国庫補助金８７万５千円で、前年度同額計上で、それぞれ障害者地

域生活支援事業にかかる収入見込額の計上でございます。

４目総務費国庫補助金６０万円の計上で、内容はエネルギー使用合理化事業者支援

補助金として庁舎の照明ＬＥＤ化にかかる補助金収入見込額でございます。

次のページ、５目農林水産業費国庫補助金に３８５万円計上であります。内容は農

山漁村活性化プロジェクト支援交付金で、知内川親水広場整備にかかる収入見込額の

計上でございます。

次に３項委託金、１目総務費委託金に１５万２千円、前年比７８９万８千円の減額

であります。内容は事務委託金の収入見込額の計上でありますけれども、減の要因は、

前年度実施の参議院議員通常選挙委託金の減によるものであります。

次のページです。２目民生費委託金１３８万円、前年比１６万５千円の減で、内容

は国民年金委託金並びに児童福祉委託金として収入見込額の計上でございます。

次のページ、３目教育費委託金３７５万６千円の計上であります。内容はインクル

ーシブ教育システム構築モデル事業への収入見込額の計上でございます。

次のページです。１４款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金８，１７５

万９千円、前年比４１８万９千円の増であります。内容は社会福祉費道負担金から母

子保健衛生費道負担金までそれぞれ２６年度収入見込額を計上しているところであり

ます。

次に２項道補助金、１目総務費道補助金５万円の計上で、前年同額の計上でござい

ます。

次のページです。２目民生費道補助金１，３４９万１千円、前年比５４万６千円の

減であります。内容は社会福祉費道補助金から放課後児童健全育成事業道補助金まで、

それぞれ本年度事業にかかる収入見込額の計上でございます。

次に３目農林水産業費道補助金１億８，３２２万６千円、前年対比１億３，８６０

万６千円の増であります。内容は農業費道補助金から水産業費道補助金まで、それぞ

れ本年度事業にかかる補助金収入見込額の計上でありますけれども、増の要因につき

ましては、林業費補助金の再生エネルギー等導入推進事業での木質バイオマスボイラ

ー整備補助金７，４８４万３千円並びに森林整備加速化林業再生事業補助金合わせて

７，４５０万円の増によるものであります。

次のページです。４目教育費道補助金１１８万４千円、前年比５万６千円の増であ

ります。放課後子ども教室推進事業への収入見込額の計上であります。

次に５目衛生費道補助金６５万４千円、前年比６３万１千円の増であります。内容

は健康診査等保健事業並びに風しん感染予防対策事業への補助金収入見込額とありま

すけれども、増の要因につきましては、風しん予防対策補助金が本年度２６年度より

交付見込みとなるものによるものであります。

次のページです。６目電源立地地域対策交付金６６０万円、前年比６万９千円の減

であります。内容は本年度収入見込額の計上でございます。

次のページです。７目商工費道補助金１７万２千円、前年比２０万３千円の減であ
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ります。内容は消費者行政活性化事業への収入見込額の計上でございます。

次のページです。８目労働費道補助金、本年度の計上はございません。

次のページです。３項委託金、１目総務費委託金８４５万４千円、前年比２万９千

円の増であります。内容は徴税費委託金から権限委譲事務委託金まで、それぞれ本年

度収入見込額の計上でございます。

次に２目農林水産業費委託金６万２千円、前年同額の計上でございます。

次に３目商工費委託金５９万６千円、前年比１万５千円の増です。駐車公園トイレ

維持管理委託金の本年度収入見込額でございます。

次に４目土木費委託金１０９万４千円、前年比４万８千円の増で、本年度収入見込

額の計上でございます。

次に１５款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入１，７５９万１千円、

前年比１１５万３千円の増であります。内容につきましては、本年度収入見込額の土

地建物貸付収入並びに光ケーブル貸付収入でありますけれども、増の要因につきまし

ては、光ケーブル貸付収入の増によるものであります。

次に２目利子及び配当金３０７万８千円、前年比８０万２千円の増であります。内

容は財政調整基金から公共施設等整備基金まで、本年度収入予定の利子の計上でござ

います。

次に２項財産売払収入、１目財産売払収入に１，１００万円、前年度同額でありま

す。本年度の町有林売払処分として、その収入見込額の計上であります。

次に１６款１項１目寄付金に２０万円、前年度同額の計上でございます。

次に１７款繰入金、１項特別会計繰入金、１目特別会計繰入金に前年度同額の４千

円の計上でございます。

次に２項基金繰入金、１目積立金繰入金に１億７，１５５万１千円、前年比８，９

８２万４千円の増であります。内容は、教育振興基金繰入金から財政調整基金繰入金

まで、それぞれ本年度実施事業に伴う財源分として計上するものでございます。

次に１８款１項１目繰越金に１千万円の計上で、前年度同額の計上でございます。

次に１９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金に５万円で、前年比４

万９千円の増であります。本年度の収入見込額の計上でございます。

次に２目加算金１千円で、前年度同額の計上でございます。

次のページです。２項預金利子、１目預金利子に１０万円で、前年度同額の計上で

す。

次のページです。３項貸付金元金収入、１目民生貸付金元金収入に５０万円で、前

年度同額で母子会運営資金返還金の計上をしてございます。

次のページです。２目学校給食センター貸付金元金収入２００万円、前年度同額で

学校給食センター運営貸付回収金として計上してございます。

次にページです。３目奨学資金貸付収入１，３５５万円、前年比３０万３千円の減

で、本年度の収入見込額を計上しております。

次のページです。４項受託事業収集、１目総務費受託事業収入に４５０万円で、前

年度同額で、簡易郵便局事務受託収入見込額を計上してございます。

次のページです。２目民生費受託事業収入９６万５千円、前年比３６万８千円の増

で、後期高齢者医療広域連合からの健康診査等にかかる受託収入見込額を計上してご

ざいます。

次のページです。５項雑入、１目雑入に１，８４４万４千円の計上で、前年比１６
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３万円の減であります。それぞれ本年度収入見込額を計上しているところであります。

次のページです。２目診療所収入１，３９５万６千円で、前年比２万４千円の減、

本年度湯の里診療所の診療収入見込額を計上しております。

次のページです。２０款１項町債、１目臨時財政対策債に１億４，６３０万円、前

年比８７０万円の減であります。本年度地方財政計画に基づき計上してございます。

次のページです。２目土木債に３，４８０万円、内容は過疎地域自立促進特別事業

債から除雪機械整備事業債まで、それぞれ本年度事業実施に伴い計上するものでござ

います。

次のページです。３目教育債に１，４８０万円、前年比１，１１０万円の減であり

ます。内容は過疎地域自立促進特別事業債並びに緊急防災減災事業債で、本年度事業

実施に伴う計上でございます。

次のページです。４目消防債４，８６０万円で、前年比２，８４０万円の増であり

ます。内容は消火栓更新整備事業から高規格救急車購入まで、それぞれ本年度実施事

業に伴う見込額の計上でございます。

次に５目民生債１，２２０万円で、前年比１３０万円の減であります。過疎地域自

立促進特別事業債として、子育て支援交付金事業、子ども医療費拡大助成事業への計

上でございます。

次のページです。６目農業債７９０万円で、前年比４３０万円の減です。過疎地域

自立促進特別事業債として基幹水利施設管理事業への計上でございます。

次のページです。７目労働債に１５０万円、前年同額でありまして、内容は新規高

卒者等雇用奨励助成事業への計上でございます。

次のページです。８目林業債５００万円で、前年比１，２７０万円の減であります。

内容は過疎地域自立促進特別事業債として、知内町地域材活用住宅助成事業への計上

でございます。

次のページです。９目衛生費１００万円で前年比１０万円の減であります。内容は、

過疎地域自立促進特別事業債として水疱瘡等ワクチン接種事業への計上でございま

す。

次のページ、１０目総務債１億８，１４０万円の計上でございます。内容につきま

しては、庁舎暖房改修事業債として、木質バイオマスボイラー施設等整備事業への計

上でございます。

次のページです。１１目水産業債３１０万円の計上でございます。内容につきまし

ては、農村活性化プロジェクト支援交付金事業への計上でございます。以上で収入の

説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで一般会計の説明が終わりました。

ここで暫時休憩致します。再開は１１時２０分と致します。

（ 休憩 午前１１時０６分 ）

（ 再開 午前１１時２２分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

お諮りします。日程の順序を変更し、日程第４、議案第１９号、『平成２６年度知

内町公共下水道事業特別会計予算について』及び日程第５、議案第２０号、『平成２

６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算について』、日程第７、議案第
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２２号、『平成２６度知内町水道事業会計予算について』を先に説明を求めたいと思

いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。日程の順序を変更し、日程第４、議案第１９号及び日程第５、

議案第２０号、日程第７、議案第２２号を先に説明することに決定しました。

● 議案第１９号 平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

それでは、日程第４、議案第１９号、『平成２６年度知内町公共下水道事業特別会

計予算について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１９号、平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計予算について。

平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億

６，７１２万３千円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。

この後、建設水道課長から予算の内容について説明致します。よろしくお願い致し

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

歳出からご説明致します。１１ページをお開きください。１款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費１，４５９万４千円で、前年度から１０万４千円の減額です。

これは昨年まで役務費で口座振替手数料を計上しておりましたが、今年度から上下水

道料金システム導入により、水道料金と一緒に口座振替をできることから、口座振替

手数料が不要になったというところが要因でございます。

１２ページをお開きください。２目施設維持費で５，２３８万７千円、前年度から

９４２万９千円の減額でございます。これは１３節委託料で、長寿命化計画の策定業

務認可変更業務委託が完了したことにより、また、工事請負費の計上がないことによ

ります。なお、今年度から長寿命化計画を受けて、電気設備工事の更新のための実施

設計に着手致します。

１３ページをご覧ください。２款公債費、１項公債費、１目元金が８，２２３万８

千円で、前年度から６５７万円の減額です。

次のページでございます。２目利子に１，７９０万４千円で、前年度比１６０万４

千円の減額です。

続きまして、歳入でございます。５ページをお開きください。１款使用料及び手数

料、１項使用料、１目下水道使用料が３，６１０万円で、前年度より５０万円の増で

ございます。一般世帯の増加分を見込んでございます。

６ページをお開きください。２項手数料、１目手数料が３６万２千円で、前年度よ
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り３１万２千円の増額でございます。これは、浄化槽汚泥の受入れに伴っての手数料

の増額によるものでございます。

７ページでございます。２款国庫支出金、１項国庫補助金が１８０万円で、昨年度

より１７０万円の減額です。今年度は、電気設備更新工事実施設計委託分の計上でご

ざいます。

次のページをお開きください。８ページ、３款繰入金、１項一般会計繰入金に１億

２，８８５万９千円で、前年度より１，６５７万９千円の減額となっております。

９ページでございます。４款繰越金、１項繰越金、前年度と同額でございます。

１０ページにつきましても、雑入、前年度と同額の計上でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第２０号 平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第２０号、『平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算

について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第２０号、平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算につい

て。

平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算は、次に定めるところ

による。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５３３万３千円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は「第１表歳入歳出予算」

による。

この後、内容について、建設水道課長から説明を申し上げます。よろしくお願い致

します。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

歳出からご説明致します。１２ページをお開きください。１款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費で１０万２千円で、昨年度より４万５千円の減額でございます。

これにつきましても、役務費でみておりました口座振替手数料が不用となったことが

主な要因となっております。

１３ページをお開きください。２目施設維持費６９７万１千円で、前年度より１６

５万３千円の減額でございます。昨年度の委託費で、活性炭の交換、電源装置の更新、

この事業が終了したことによります。

１４ページでございます。２款公債費、１項公債費、１目元金は１，５１１万９千

円で、前年度より１，０２３万３千円の減額でございます。

次のページでございます。２目利子が３１４万１千円で、前年度より４５万１千円

の減額です。
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続きまして、歳入ご説明致します。５ページをお開きください。１款使用料及び手

数料、１項使用料、１目下水道使用料は２６９万円で、昨年度から１万円の減額でご

ざいます。これは今年度の決算見込みの金額を計上させていただきました。

６ページをご覧ください。２項手数料、１目手数料に工事検査手数料として昨年度

と同額の１万円でございます。

７ページ、２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金は１，７６３万

円で、前年度から１，２３７万２千円の減額でございます。

次のページでございます。２項基金繰入金、１目農業集落排水事業償還基金繰入金

が昨年度と同額の５００万円でございます。

９ページでございます。３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、昨年度と同額の１

千円でございます。

次のページ、４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、これにつき

ましても、昨年度と同額の１千円の計上。

続きまして、５款諸収入、１項雑入、１目雑入に１千円の計上でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第２２号 平成２６年度知内町水道事業会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第２２号、『平成２６年度知内町水道事業会計予算について』の説明を求

めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第２２号でございます。平成２６年度知内町水道事業会計予算について。

第１条、総則、平成２６年度知内町水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。

第２条、業務の予定量でございます。業務の予定量は次のとおりとする。

給水戸数２，１６５戸。年間総給水量８７５，０００㎥。１日平均給水量２，３９

７㎥。主要な建設改良事業と致しまして、浄水施設改良費が１億６，９６０万円、排

水設備改良費が１，６３３万２千円、営業設備費９３１万８千円、消火栓設置費４６

０万円。

第３条、収益的収入及び支出。収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

１款、水道事業収益が１億３，９９４万７千円でございます。内訳は、１項営業収

益の１億２，０８７万１千円、２項営業外収益が１，９０７万４千円。

３項、特別利益が２千円となっております。

次のページをお開きください。続きまして、支出でございまして、１款水道事業費

用が１億７１８万５千円。内訳は１項営業費用が１億１４８万６千円、２項営業外費

用が２７５万９千円。３項特別損失が１９４万円、予備費が１００万円となっており

ます。

第４条、資本的収入及び支出。資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

括弧書きでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５，９９８

万２千円が減債積立金７２９万４千円及び過年度分損益勘定留保資金５，２６８万８
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千円で補てんするものとする。

収入でございます。１款資本的収入が１億４，７１６万２千円です。内訳は１項企

業債１億４，２００万円、２項他会計補助金が５６万２千円、３項工事負担金が４６

０万円でございます。

次に支出でございます。１款資本的支出が２億７１４万４千円、内訳は、１項建設

改良費が１億９，９８５万円。２項企業債償還金が７２９万４千円でございます。

第５条、企業債でございます。起債の目的、限度額、記載の方法、利率及び償還の

方法は、次のとおりと定める。

起債の目的は、湯の里浄水場改修工事。限度額、１億４，２００万円。起債の方法、

利率、償還方法につきましては、記載のとおりでございますので、お目通しください。

第６条、議会の議決を経なければ、流用することのできない経費。次に掲げる経費

については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または、それ以外の

経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費として、３，５７１万７千円でございます。

第７条、他会計からの補助金。営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受

ける金額は７０万５千円である。

第８条、棚卸資産購入限度額。棚卸資産の購入限度額は１千万円と定める。

５ページをお開きください。平成２６年度知内町水道事業会計予算実施計画でござ

います。

まず、書式につきまして、昨年度と変わっておりますが、これは一般的な書式でご

ざいまして、今年度、会計システムから集約したものを使用しておりますので、ご了

解いただきますようお願い申し上げます。

まず、収益的収入について、ご説明致します。１款水道事業収益が１億３，９９４

万７千円でございます。前年度比較でおよそ２，３００万円の増となっております。

これは１項営業収益、１目給水収益で前年度比５００万円の増と２項営業外収益、３

目長期前受金戻入で、１，８４８万６千円の増となっております。この長期前受金戻

入ですが、今回の公営企業法改正に伴って追加された勘定科目となります。

９ページをご覧ください。収益的支出で、４目減価償却費がございます。この科目

と密接な関係がありまして、平成２５年度までの減価償却につきましては、補助金、

負担金を除いた金額を減価と見なして減価償却する、いわゆる見なし償却制度が許さ

れておりまして、当町においても一部採用しておりましたが、平成２６年度、今年度

から見なし償却制度が廃止となりました。したがいまして、今年度の減価償却費は、

従来償却対象としてなかった補助金分も減価償却の対象として計算しておりますの

で、昨年度までは、この４目の減価償却費がおよそ２千万円後半から３千万円前半程

度減価償却でございました。今年度は４，８８０万円の増額となっております。しか

し、補助金で取得した財産の当該年度の減価償却した額は、収益として計上すると、

そのようなルールとなっておりまして、その計上した金額が先ほどの５ページの２項

の営業外収益、３目長期前受金戻入の金額となっております。減価償却費が増えた分、

同額が長期前受金戻入として収益化されておりますので、後ほどの財務諸表で説明さ

せていただきますが、損益収支には影響ございません。また、長期前受金の戻入につ

きましては、現金の伴わない収入となりますので、現金が増えることもございません。

続きまして、７ページをお開きください。収益的収支でございます。１目原水及び

浄水費は、昨年度より４４０万円減の９７２万７千円となっております。４節委託料
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で、昨年度計上した元町浄水場の耐震診断の委託料が完成したことが大きな要因とな

っております。また、８節動力費で昨年度より６０万円増額して、２３２万円を計上

しております。電気料金のアップによる決算見込額、それと消費税の増税分、湯の里

浄水場の施設完成後の電気料金の増加分を見込んでございます。

２目配水及び給水費と８ページ、３目の総掛費については、昨年度並みでございま

すが、８ページの３節に賞与引当金繰入額が計上してございます。これも法改正によ

り追加した勘定科目でございます。これは来年６月支給予定の賞与の今年度の負担分

を引き当てるというものでございます。

同じ考えで１０ページの３項に特別損失１９４万円を計上しておりますが、これは

今年度限りの計上でございまして、昨年度の賞与引当金計上相当額を今年度特別損失

として措置してございます。

９ページに戻っていただきまして、１２節の委託料５２万４千円計上してございま

す。説明欄に公営企業会計システム等保守点検業務委託料とありますが、ちょっと説

明欄に不足がございまして、申し訳ございませんが、口頭で説明させていただきます。

会計システム保守点検には３７万８千円、ほかに水道メーターの検針業務委託料とし

て１４万６千円を含んでおります。従来、水道メーターの検針業務につきましては、

上下水道の担当職員５名でおよそ２，５００件を５日間で検診しておりました。今年

度、公営企業会計システム導入により、事務の効率化が図られることになりまして、

職員１名配置換えの予定がございます。また、窓口で１名常駐しますので、３名の対

応になり、３名で予定の検診期間で完了することが困難となることが予想されますの

で、２，５００件のうち１，０００件分を個人委託したく、予算計上しております。

続きまして、１１ページの資本的収入でございます。１款資本的収入、１項企業債、

１目企業債に湯の里浄水場改修工事費用として、１億４，２００万円の計上でござい

ます。

次に１２ページでございます。１項建設改良費、１目浄水施設施設改良費として、

１億６，９６０万円でございます。湯の里浄水場の改修のほか元町浄水場排水水質計

測装置の更新工事、小谷石浄水場の送水管の更新工事等を計画しておりいます。

２目配水設備改良費では、１，６３３万２千円で、配水管更新工事に１，５９０万

円、工事箇所につきましては、説明資料見だし４の２２ページを後ほどご覧いただき

たいと思います。

４目消火栓設置費では、本年度中ノ川１箇所、森越２箇所、小谷石１箇所、合計４

箇所の更新を実施致します。

続きまして、１３ページでございます。平成２６年度水道事業予定、キャッシュフ

ロー計算書でございます。昨年度までは、資金計画書でございましたが、公営企業法

改正によりキャッシュフロー計算書に変更となりました。資金計画書では、昨年度ま

での資金計画におきましては、受入資金と支払資金の収支を示すものでございました

が、キャッシュフロー計算書につきましては、現金の入りと現金の出を示しまして、

年度末の現金はどうなるかということを示すものでございます。

次のページをお開きください。２６年度末、予定の収入と予定の事業を行った結果、

現金相当額４８０万７千円増加して、現金相当額３億９９３万円となるということを

示してございます。

１９ページをお開きください。１９ページ、これも財務諸表の補足説明として、こ

れが法改正により添付が義務付けられております。これにつきまして、お目通しお願
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い致します。

２３ページをお開きください。２３ページ、平成２６年度に予定損益計算書でござ

います。平成２５年度までの損益計算書と変わったところが２項の営業費用の（４）

減価償却費で、補助金も含まれておりますので、減価償却費が２５年度と増額してお

ります。３項の営業外収益の（３）長期前受金戻入として減価償却増額分が収益され、

結果、増減はなくなって収支に影響を与えないという表になってございます。また、

下から２行目にその他未処分利益剰余金、これがございますが、補助金で整備した資

産で見なし償却をしていない資産がございますので、この資産は補助金相当額の費用

として減価償却しておりました。その分は、本来、収益化すべきであるという考え方

でございますので、その他未処分利益剰余金として扱います。その結果、今年度に限

っては、当年度未処分利益剰余金、これは現金が伴いませんが、大幅に増加すること

となります。

次に２４ページでございます。貸借対照表でございまして、法改正に伴って、変更

された大きな項目だけ簡単に説明させていただきたいと思います。２４ページの１項

の固定資産の関係で、償却累計額に三角マークがついてございます。これは通常マイ

ナスという表示でございますが、償却累計額がマイナスという意味ではなく、引き算

のマイナスという意味でございます。これにつきましては、今回、総務省の通達によ

り、このような表示となってございます。

次に企業債の扱いに関してでございます。平成２５年度までは、企業債につきまし

ては、資本金として扱っておりまして、借入資本金で整備されておりましたが、利子

を付けて返済をするということから、これは負債扱いとしております。それで、２５

ページの１行目から７行目までの固定負債と流動負債で、企業債分については、整理

されております。また、固定資産取得時の補助金負担金についての財源は、平成２５

年度までは、資本剰余金として整理しておりました。これにつきましても、負債扱い

として２５ページの下から１０行目、５項の繰延収益に整理されておりまして、減価

償却相当額、これを長期前受金収益化累計額として負債から控除して計上してござい

ます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたが、ちょっと議長の方から。

水道会計３ページ、第５条、限度額、これ１億４，２００万円でしょう。これなら

１，４２０万円。ここに出ている数字は１，４２０万円、第５条の限度額。３ページ。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

訂正が１つございます。水道の３ページ、第５条、企業債のところでございまして、

限度額が１，４２０万円となってございます。これにつきましては、湯の里浄水場改

修工事の工事費でございまして、１億４，２００万円でございますので訂正をさせて

いただきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

以上で説明がおわりました。

● 議案第１７号 平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について
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◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第１７号、『平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について』

説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１７号、平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について。

平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億

９，４４５万９千円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は「第１表歳入歳出予算」

による。

第２条、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一

時借入金の借入の最高額は、４千万円と定める。

第３条、歳出予算の流用であります。地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規

定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

第１号、保険給付費の各項で計上された予算額に過不足が生じた場合における款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。

この後、生活福祉課長から内容について説明を致します。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

それでは、歳出より説明致します。３２ページをお開きください。

３２ページ、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に４０６万円の計上で、

前年度対比１５１万９千円の増額であります。内訳につきましては、１３節委託料、

国保情報データベースシステム改修ほかで１５７万７千円の増額、１８節備品購入費

でパソコン更新で、１０万５千円の増が主なものでございます。

次に３３ページ、２目の連合会負担金で６９万４千円の計上で、前年度対比１１万

６千円の増額であります。内訳につきましては、１９節負担金補助及び交付金で国保

連合会等で１１万６千円が増えてございます。

次に２項徴税費、１目の賦課徴収費に２２８万９千円の計上で、前年度対比１０万

３千円の計上であります。内訳につきましては、徴収車車検に伴う１１節需用費と１

２節役務費、２７節公課費の増であります。

次に３５ページ、３項の１目運営協議会費につきましては、４０万２千円で前年度

対比１万８千円の増でありますが、大きく増えるものではございません。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目の一般被保険者療養給付費で３億９千万円の

計上で、前年対比１千万円の減額であります。前年の給付実績を見込み計上をしてご

ざいます。

次に３７ページ、２目の退職被保険者療養給付費に２千万円の計上で、前年度対比

１００万円の増額であります。これにつきましても、前年実績見込額により計上して

ございます。

３目の一般被保険者療養費に４５０万円の計上で、前年比５０万円の増額でありま

す。これにつきましても、前年実績見込みで計上してございます。
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３９ページ、４目の退職被保険者療養費に１５万円の計上で、前年度対比５万円の

増額でありますが、これも前年実績の見込みであります。

次に５目の審査支払手数料に１０７万３千円の計上で、前年度対比８万円の計上で

あります。本年度の支払手数料の見込みでございます。

次に４１ページ、２項高額療養費、１目の一般被保険者高額療養費に５千万円の計

上で、前年と同額でございます。

２目の退職被保険者高額療養費２５０万円の計上で、前年度対比８万円の減額であ

ります。

次に４３ページ、３目の一般被保険者等高額介護合算療養費に１千円の計上でござ

います。

４目の退職被保険者等高額介護合算療養費につきましても、１千円の計上でござい

ます。

次に４５ページ、３項移送費、１目の一般被保険者移送費に７万円の計上でありま

す。

次に２目退職被保険者移送費に３万円の計上であります。

次に４７ページ、４項助産諸費、１目出産育児一時金に４２０万円の計上で、前年

同額でございます。

４８ページ、２目の出産育児一時金支払手数料３千円の計上でございます。

次に４９ページ、５項葬祭諸費、１目の葬祭費に４５万円の計上で、前年対比１５

万円の増額でありますが、前年実績により計上をしてございます。

３款１項後期高齢者支援金等、１目の後期高齢者支援金につきましては、７，８４

５万４千円の計上で、前年度対比２９万６千円の減額であります。本年度の負担見込

額を計上してございます。

次に５１ページ、２目の後期高齢者関係事務費拠出金で８千円の計上であります。

４款１項前期高齢者納付金等で１目の前期高齢者納付金に６万５千円の計上で、前

年度対比３万２千円の減額となっております。

次に５３ページ、２目の前期高齢者関係事務機拠出金で１万円の計上であります。

５款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金で３千円の計上であります。

５５ページ、２目老人保健事務費拠出金で５千円の計上で、前年比４千円の増額で

ございます。

６款１項１目の介護納付金に３，５８４万１千円の計上で、前年度対比３３万３千

円の増額であります。本年度の負担見込額の計上でございます。

５７ページ、７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金で１，６７６万７千

円の計上で、前年度対比１２６万８千円の減額であります。本年度の負担見込額の計

上であります。

２目の共同事業事務費拠出金については、１千円の計上であります。

５９ページ、３目保険財政共同安定化拠出金で６，８６０万４千円の計上で、前年

度対比２５６万３千円の減額であります。本年度の負担拠出金の計上でございます。

次に４目の保険財政共同安定化事業事務費拠出金で１千円の計上であります。

次に６１ページ、８款１項保健事業費、１目の保健衛生普及費に８３７万円の計上

で、前年対比６１万９千円の増額であります。内容につきましては、１３節委託料の

特定健診分で前年実績合わせまして８８万円の減、１８節備品購入費で保健活動車１

台更新分として１７０万円の増が主なものでございます。
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９款１項１目の基金積立金に１千円の計上であります。

６３ページ、１０款１項公債費、１目の利子に１千円の計上です。１１款諸支出金、

１項償還金、１目一般被保険者保険税還付金に７０万円の計上で、前年度対比２０万

円の増額となっております。

次に６５ページ、２目の退職被保険者保険税還付金に２０万円の計上で、前年度対

比１５万円の増額となっております。

３目の償還金については、５千円の計上であります。

６７ページ、１２款１項１目の予備費に５００万円の計上であります。

引き続き、歳入を説明致します。７ページをお開きください。

７ページ、歳入１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税に１億

３，６７６万６千円の計上で、前年度対比１，２８３万８千円の減額であります。本

年度の徴収見込額を計上してございます。

８ページ、２目の退職被保険者国民健康保険税９８２万７千円の計上で、前年度対

比１１２万６千円の増額であります。徴収見込みにより計上してございます。

２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料に８万円の計上で、前年対比

で３万円の増額となっております。

１０ページ、３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金に１億２，

６０３万８千円の計上で、前年度対比３２２万７千円の増額であります。本年度の収

入見込額の計上でございます。

２目の高額医療費共同事業負担金で４１９万１千円の計上で、前年度対比３１万７

千円の減額であります。本年度の見込額を計上してございます。

１２ページ、３目の特定健診等負担金で１３４万円の計上で、前年対比で８万３千

円の減額となっております。

次に２項国庫補助金、１目財政調整交付金に８，７６１万２千円の計上で、前年度

対比２，４２６万６千円の増額となっております。本年度の交付見込額を計上してご

ざいます。

次に１４ページ、４款１項１目療養給付費交付金に１，４６４万１千円の計上で、

前年対比４万５千円の減額であります。本年度の交付見込みによる計上でございます。

５款１項１目前期高齢者交付金に１億５，２１２万６千円の計上で、前年度対比２，

０５１万８千円の減額であります。これにつきましては、社会保険診療報酬支払基金

からの交付見込額によるものであります。

１６ページ、６款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金に４１

９万１千円の計上で、前年比３１万７千円の減額であります。負担金の収入見込額に

よるものであります。

２目の特定健診等負担金１３４万円の計上で、前年比８万３千円の減額となってお

ります。

次に１８ページ、２項道補助金、１目財政調整交付金に３，８２７万７千円の計上

で、前年度対比１２２万３千円の増額であります。本年度の交付見込みの計上です。

７款１項１目の共同事業交付金に７，６０２万４千円の計上で、前年度対比７９９

万円の減額であります。交付見込みにより計上をしております。

次に２０ページ、８款財産収入、１項財産運用収入、１目の利子及び配当金に１千

円の計上であります。

９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金に４，１４６万８千円の計上
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で、前年比２７８万２千円の増額であります。本年度の繰入見込みを計上しておりま

す。

次に２２ページ、９款繰入金、２項１目の基金繰入金については、１千円の計上で

あります。

１０款１項１目の繰越金につきましても、１千円の計上であります。

２４ページ、１１款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目の一般被保険者延滞

金については、８万円の計上で、前年対比７万円の増となっております。

２目の退職被保険者延滞金については、２万円の計上で、前年比１万円の増額であ

ります。

次に２６ページ、２項１目預金利子に１千円の計上であります。

３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金に１千円の計上であります。

次に２８ページ、２目の退職被保険者第三者納付金に１千円の計上。

続きまして、３目の一般被保険者返納金についても、１千円の計上であります。

３０ページ、４目退職被保険者返納金に１千円の計上であります。

５目雑入に４３万円の計上で、前年比１０万円減額であります。これにつきまして

は、特定健診一部負担金の今年の見込みを載せております。以上で説明を終わらせて

いただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

議案第１７号の説明が終わりました。

ここで暫時休憩致します。再開は、午後１時と致します。

（ 休憩 午前１１時５８分 ）

（ 再開 午後 １時００分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

● 議案第１８号 平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第１８号、『平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について』

説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１８号、平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について。

平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，

２９６万５千円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は「歳入歳出予算」によ

る。

この後、生活福祉課長から内容について説明をさせていただきます。よろしくお願

い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。
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◎ 生活福祉課長（大野 樹）

歳出より説明致します。１２ページをお開きください。

１２ページ、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に２３０万３千円の計

上で、前年度対比２４万３千円の増額であります。１３節委託料で、健康診査委託料

で２２万８千円の増が主なものとなっております。

次に１３ページ、２項１目徴収費に２７万１千円の計上で、前年同額であります。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金に６，０３８万８千円の計上で、前年

度対比４０４万１千円の増額であります。これにつきましては、１９節負担金補助及

び交付金で、北海道後期高齢者医療広域連合への負担金となってございます。

このあと、１５ページ、保険料還付金から１７ページの予備費まで、前年同額のた

め説明を省略させていただきます。

引き続き、歳入を説明致します。５ページをお開きください。

５ページ、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料として３，４２６万７千円の

計上で、前年度対比２１万９千円の減額であります。

本年度の収入見込額の計上でございます。

次に６ページ、２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料に１千円の計

上であります。

３款繰入金、１項１目一般会計繰入金に２，８６９万３千円の計上で、前年度対比

４５０万３千円の増額であります。事務費繰入金として４８１万１千円、保険基盤安

定繰入金として２，３８８万２千円、それぞれ今年見込まれる額の計上をしてござい

ます。

次に８ページの繰越金から１１ページの雑入まで、前年同額の計上となってござい

ますので、説明を省略させていただきます。以上で説明を終わらせていただきます。

● 議案第２１号 平成２６年度知内町介護保険特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第２１号、『平成２６年度知内町介護保険特別会計予算について』説明を

求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第２１号、平成２６年度知内町介護保険特別会計予算について。

平成２６年度知内町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定、歳入歳出それぞれ

４億６，０６０万１千円。介護サービス事業勘定、歳入歳出それぞれ４０３万２千円

と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は「第１表歳入歳出予算」

による。

第２条、一時借入金。地方自治法第２３５条の３第２項の規定により、一時借入金

の借入れの最高額は、保険事業勘定３千万円と定める。

第３条、歳出予算の流用。地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
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第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用。

この後、生活福祉課長から内容について説明させていただきます。よろしくお願い

致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

それでは、歳出より説明致します。３０ページをお開きください。

３０ページ、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に４３０万１千

円の計上で、前年度対比１２０万５千円の減額でございます。内訳につきましては、

介護保険車の車検整備に伴い、１１節需用費、１２節役務費、２７節公課費で２８万

９千円の増、１３節委託料で介護保険システム保守委託料で９９万円の増が主なもの

となっております。

次に３１ページ、２項徴収費、１目賦課徴収費に１０万１千円の計上で、前年度対

比８千円の減額となっております。

３項１目介護認定審査会費に３５１万４千円の計上で、前年度対比１６万１千円の

減額となっております。これは４町でやっております認定審査会の共同設置負担金で

ございます。

３３ページ、２目の認定調査費に３２４万５千円の計上で、前年度対比２万８千円

の減額となっております。

次に４項運営協議会費、１目の介護保険運営協議会費に１２万５千円の計上で、前

年度対比３万９千円の増額となっております。１節報酬と９節旅費の中で、今年は３

回開催の予定をしております。これにつきましては、例年２回ですけれども、平成２

７年度からの第６期計画策定のため、従来２回のものを３回開催するものであります。

次に３５ページ、２款１項保険給付費、１目介護サービス等給付費に４億１，６４

７万円の計上で、前年度対比１，０３５万９千円の増額であります。本年度給付見込

額により増額となってございます。

２項１目高額介護サービス等給付費で７５０万円の計上で、前年度対比２５万円の

計上となっております。これも本年給付の見込みであります。

次に２目の高額合算介護サービス等給付費に２１０万円の計上で、前年度対比２５

万円の増額となっております。

３項その他諸費、１目審査支払手数料に５０万円の計上で、前年同額となってござ

います。

次に３款１項基金積立金、１目介護保険事業基金積立金に１千円の計上でございま

す。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目特定高齢者施策事業費に８３６万

４千円の計上で、前年度対比３３万円の増額になっております。内訳につきましては、

職員の２節給料から４節共済費の人件費で１４万４千円の増、８節報償費で二次予防

事業対象者把握事業で２１万円の増となっております。

次に４１ページ、２目の一般高齢者施策事業費に３１３万１千円の計上で、前年同

額となっております。

次に２項包括的支援事業費・任意事業費で、１目包括的支援事業費に１，００７万

８千円の計上で、前年度対比８２万９千円の減額であります。内訳につきましては、
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職員の２節給料から４節共済費で４４万６千円の人件費増、１３節委託料の包括的支

援事業分として一般会計に組み替えたことから減額となってございます。

次に４３ページ、２目の任意事業費につきましては、１１４万８千円の計上で、前

年度対比６３万３千円の増額であります。１３節委託料の成年後見制度事務委託料と

して６３万４千円の計上でありますが、これにつきましては、本年度から取組みを実

施し、社会福祉協議会の方に委託するものであります。

次に５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金

に２万円の計上で、前年比１万２千円の増となっております。

次に４５ページ、２目の償還金に１千円の計上です。

次に３目第１号被保険者還付加算金に１千円の計上であります。

４７ページ、２項繰出金、１目一般会計繰出金に１千円の計上となってございます。

引き続き、歳入を説明致します。５ページをお開きください。

５ページ、歳入、１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料に７，

２１４万２千円の計上で、前年対比１０４万３千円の増額であります。本年度の収入

見込額の計上でございます。

次に６ページ、２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料に１万円の計

上であります。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金に７，４４３万４千円の

計上で、前年度対比２１７万２千円の増額となっております。本年度の収入見込額に

より計上してございます。

次に８ページ、２項国庫補助金、１目調整交付金に２，７７２万７千円の計上で、

前年度対比７０万６千円の増額となっております。介護給付サービス費の総額の６．

５％を計上してございます。

次に２目の地域支援事業交付金、介護予防事業でありますが、１４０万４千円の計

上で、前年度対比１３万円の増額となっております。介護予防事業費の２５％の計上

であります。

１０ページ、３目の地域支援事業交付金、包括的支援事業・任意事業でありますが、

２８３万６千円の計上で、前年度対比７万７千円の減額となってございます。

次に４款１項支払基金交付金の１目介護給付費交付金で、１億２，３７０万５千円

の計上で、前年度対比１００万９千円の減額であります。給付見込額の３０％の計上

であります。

次に１２ページ、２目の地域支援事業交付金に１６２万９千円の計上で、前年対比

１５万２千円の増額であります。介護予防事業の見込みによるものであります。

次に５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金に６，４２０万１千円の

計上で、前年度対比１３５万８千円の増額であります。本年度の収入見込額を計上し

てございます。

次に１４ページ、２項道補助金、１目地域支援事業交付金の介護予防事業として７

０万２千円の計上で、前年度対比６万５千円の増額となっております。

２目の地域支援事業交付金、包括的支援事業・任意事業でありますが、１４１万８

千円の計上で、前年度比３万９千円の減額であります。

次に１６ページ、６款財産収入、１項財産運用収入、１目の利子及び配当金に１千

円の計上です。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金に５，３３２万２千円の
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計上で、前年度対比１３５万８千円の増額であります。給付見込みの１２．５％の計

上であります。

次に１８ページ、２目の地域支援事業交付金７０万２千円の計上で、前年度対比６

万５千円の増額となっております。

３目の地域支援事業交付金の包括的支援事業・任意事業でありますが、１４１万８

千円の計上で、前年対比３万８千円の減額でございます。

次に４目のその他一般会計繰入金に１，７１６万２千円の計上で、前年対比で８４

万５千円の増額であります。事務費の繰入分でございます。

次に１目介護保険事業基金繰入金として１，３７４万９千円の計上で、前年対比５

３２万１千円の増額でございます。

次に２２ページ、３項１目介護サービス事業勘定繰入金については、４０３万２千

円の計上で、前年同額であります。

このあと、２３ページから２９ページ雑入まで、前年同額のため説明を省略させて

いただきます。

次にサービス事業勘定を説明させていただきます。５３ページをお開きください。

５３ページ、介護サービス事業勘定の歳出であります。１款諸支出金、１項繰出金、

１目保険事業勘定繰出金に４０３万２千円の計上で、前年同額となっております。

次に５２ページをお開きください。歳入であります。１款サービス収入、１項予防

給付費収入、１目居宅支援サービス計画費収入として４０３万２千円の計上で、前年

同額となっております。以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

以上で一括議題の１５議案の提案説明が終わりました。

お諮り致します。只今議題の１５議案について、議長を除く議員全員による予算審

査特別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の上、

これに付託し、審査終了まで審議することと致したいが、この取扱いにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会

に付託の上、審査することに決定致しました。

ここで、暫時休憩致します。

（ 休憩 午後 １時１４分 ）

（ 再開 午後 １時１５分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

休憩中に平成２６年度予算審査特別委員会の正副委員長が決定しておりますので、

議長からそのことについて、報告します。

委員長に森永勉君、副委員長に木村一君、以上のとおり選任されたことを報告しま

す。

● 散会宣言

◎ 議 長（伊藤政博）
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お諮りします。３月９日は休会の日ですが、サンデー議会開催のため、特に会議を

開くこととしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、３月９日は会議を開くことに決定致しました。

なお、会議時間は午前９時３０分からであります。

以上で、本日の日程は、全部終了致しました。

本日はこれにて散会致します。どうもご苦労様でした。

（ 散会 午後 １時１５分 ）


